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官報目次 

 平成 28年 12月 16日付（本紙 第 6921号） 

 

〔省  令〕 

 

○第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令（総務九七） 

 

〔規  則〕 

 

○人事院規則一七－〇（管理職員等の範囲）の一部を改正する人事院規則（人事院一七－〇－一二一） 

 

〔告  示〕 

 

○金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定

する件の一部を改正する件（金融庁五三） 

○除籍が滅失した件（法務六四三） 

○日本国に帰化を許可する件（同六四四） 

○出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第

一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定め

る省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規

定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件（同六四五、六四六） 

○障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による在宅就業支援団体が在宅就業障害者に係る業務を行う事

業所の所在地を変更した件（厚生労働四一八） 

○障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による在宅就業支援団体の代表者の氏名を変更した件（同四一

九） 

○平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間のみなみまぐろの漁獲量の限度の合計の上限

を定める件（農林水産二四九三） 

○中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件を改正する件（経済産業二九二） 

○登録調査機関の名称を変更する件（特許庁一八） 

○平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの一競走場当たりの年間開催日数及び年間開催

回数並びに一施行者当たりの年間開催回数を定める告示を改正する件（国土交通一四一三） 

○砂防法第二条の土地を指定する件（同一四一四） 

○砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件（同一四一五、一四一六） 

○不動産特定共同事業法施行規則の規定により登録証明事業の登録の更新を行った件（同一四一七） 

○測量に関する専門の養成施設の登録事項の変更の届出があった件（同一四一八） 

○非常用の照明装置の構造方法を定める件の一部を改正する件（同一四一九） 

○船舶安全法に基づく型式承認等をした件（同一四二〇、一四二一） 
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官報目次 

 平成 28年 12月 16日付（号外 第 278号） 

 

〔法  律〕 

 

○道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（一〇六） 

○がん対策基本法の一部を改正する法律（一〇七） 

○環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律（一〇八） 

○部落差別の解消の推進に関する法律（一〇九） 

○民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律（一一〇） 

○建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（一一一） 

○無電柱化の推進に関する法律（一一二） 

○自転車活用推進法（一一三） 

 

〔政  令〕 

 

○財政制度等審議会令の一部を改正する政令（三七八） 

○消防法施行令の一部を改正する政令（三七九） 

○中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令（三八〇） 

○道路運送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（三八一） 

○道路運送法施行令の一部を改正する政令（三八二） 

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（三八三） 

 

〔告  示〕 

 

○保安林の指定をする件（農林水産二四九四～二五一六） 
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官報目次 

 平成 28年 12月 16日付（号外 第 279号） 

 

〔府令・省令〕 

 

○確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令（内閣府・厚生労働九） 

 

〔省  令〕 

 

○雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令（国土交通八

一） 

 

〔告  示〕 

 

○道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部を改正する件（国家公安委六

二） 

○船員に関し事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措

置についての指針（国土交通一四二二） 

○船員に関し事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての

指針の一部を改正する件（同一四二三） 

○子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と家庭生活との両立が図られるように

するために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件（同一四二四） 

○道路に関する件（東北地方整備局二五九～二六五） 

○都市計画に関する件（関東地方整備局三四三、三四四） 

○道路に関する件（中国地方整備局一一〇～一一二） 

○道路に関する件（四国地方整備局一三九、一四〇） 

 

〔官庁報告〕 

 

官庁事項 

東北地方整備局公示（東北地方整備局） 

国家試験 

税理士試験合格者公告（国税審議会） 

航空従事者技能証明等に関する試験の施行（国土交通省） 

海事代理士試験合格者（同） 

 

〔公告は省略致します〕 

 


